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四
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号

生
活
保
護
法
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二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
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指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
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二
第
二
号
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規
定
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よ
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す
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四
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二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
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の
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第
二
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の
規
定
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よ
り
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四
十
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号
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活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
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三

村

申

吾
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四
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
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知
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三
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吾

青
森
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法

(

昭
和
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十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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月
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農
業
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同
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和
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市
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四
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和
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称
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る
事
務
所
の
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在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

十
和
田
市
農
業
協

同
組
合

十
和
田
市
西
十
三

番
町
四
の
二
八

Ｊ
Ａ
十
和
田
市
ホ
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ル
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青
森
県
告
示
第
四
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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介
護

〃

〃

〃

〃

〃

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

〃

短
期
入
所

療
養
介
護

〃

〃

〃

〃

〃

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
せ
せ

ら
ぎ

〃

〃

地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
株
式
会

社

三
戸
郡
階
上
町

大
字
赤
保
内
字

柳
沢
一
五
の
一

二
〇

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
あ
り

が
と
う

三
戸
郡
階
上
町

大
字
赤
保
内
字

柳
沢
一
五
の
一

二
〇

��

･

��･

��

有
限
会
社
さ
く

ら
会

五
所
川
原
市
金

木
町
川
倉
七
夕

野
八
四
の
三
六

七

訪
問
介
護

さ
く
ら
園
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

五
所
川
原
市
金

木
町
川
倉
七
夕

野
八
四
の
三
六

七

��
･

��･

�

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ふ
る
さ
と
介
護

株
式
会
社

平
川
市
光
城
七

丁
目
四
三

介
護
予
防

訪
問
介
護

ふ
る
さ
と
介
護

平
川
市
唐
竹
堀

合
五
九
の
二

平
成

��

･

��･

�

医
療
法
人
な
か

ざ
わ
整
形
外
科

八
戸
市
湊
高
台

二
丁
目
一
二
の

二

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

な
か
ざ
わ
整
形

外
科
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
ク

リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
湊
高
台

二
丁
目
一
二
の

二

��

･

��･

�

医
療
法
人
弘
愛

会

弘
前
市
大
字
宮

川
三
丁
目
一
の

四

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
ふ
れ

あ
い

弘
前
市
大
字
八

幡
町
三
丁
目
一

の
一

��

･

�･

�

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
看
護

〃

〃

〃

株
式
会
社
な
ご

み
の
里

弘
前
市
大
字
藤

代
二
丁
目
二
二

の
七

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
な
ご

み
の
里
ひ
ろ
さ

き

弘
前
市
大
字
藤

代
二
丁
目
二
二

の
七

��

･

��･

��

社
会
福
祉
法
人

み
や
ぎ
会

八
戸
市
大
字
尻

内
町
字
鴨
ヶ
池

九
六
の
三

〃

介
護
老
人
保
健

施
設
と
わ
だ

十
和
田
市
大
字

洞
内
字
長
田
六

〇
の
六

��

･

��･

�

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
せ
せ

ら
ぎ

〃

〃

社
会
福
祉
法
人

峰
寿
会

五
所
川
原
市
金

木
町
朝
日
山
三

五
三
の
八

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

老
人
保
健
施
設

サ
ン
ラ
イ
フ
か

な
ぎ

五
所
川
原
市
金

木
町
芦
野
二
〇

〇
の
三
〇
一

��

･

�･

�

� �



� �

青
森
県
告
示
第
五
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
並
び
に
居
宅
介

護
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

青 森 県 報������	�
� �� 第2886号


〃

〃

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

〃

〃

地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
株
式
会

社

三
戸
郡
階
上
町

大
字
赤
保
内
字

柳
沢
一
五
の
一

二
〇

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
あ
り

が
と
う

三
戸
郡
階
上
町

大
字
赤
保
内
字

柳
沢
一
五
の
一

二
〇

��

･

��･

��

有
限
会
社
さ
く

ら
会

五
所
川
原
市
金

木
町
川
倉
七
夕

野
八
四
の
三
六

七

介
護
予
防

訪
問
介
護

さ
く
ら
園
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

五
所
川
原
市
金

木
町
川
倉
七
夕

野
八
四
の
三
六

七

��

･

��･

�

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
み

や
ぎ
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
ヶ
池
九
六

の
三

介
護
老
人
保
健
施

設
と
わ
だ

十
和
田
市
大
字
洞

内
字
長
田
六
〇
の

六

平
成

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法
人
十

和
田
湖
会

十
和
田
市
大
字
奥

瀬
字
下
川
目
二
の

九

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
き
ゃ
ん
ぱ
す

十
和
田
市
大
字
相

坂
字
小
林
七
六
の

五

��･

��･

��

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

株
式
会
社

ハ
ウ
ス
バ

ン
ク

変
更
後

ふ
る
さ
と

介
護
株
式

会
社

南
津
軽
郡
平

賀
町
大
字
光

城
七
丁
目
四

三

訪
問
介
護

ふ
る
さ
と

介
護

南
津
軽
郡
平

賀
町
大
字
光

城
七
丁
目
四

三

平
成

��･

�･

��

変
更
前

平
川
市
光
城

七
丁
目
四
三

変
更
後

ふ
る
さ
と

介
護
株
式

会
社

平
川
市
光
城

七
丁
目
四
三

〃

〃

平
川
市
唐
竹

堀
合
五
九
の

二

��･

�･

�

変
更
前

八
戸
市
大
字

大
久
保
字
小

久
保
三
の
六

六
九

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
同
伸

会

八
戸
市
大
字

大
久
保
字
大

山
三
二
の
一

通
所
介
護

杏
の
里
寄

り
あ
い
所

町
畑
の
家

八
戸
市
桜
ヶ

丘
三
丁
目
四

の
三

��･

�･

��

変
更
前

株
式
会
社

ケ
ア
・
テ

ッ
ク

変
更
後

株
式
会
社

ケ
ア
・
テ

ッ
ク

岩
手
県
盛
岡

市
愛
宕
町
一

〇
の
二
七

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社

ケ
ア
・
テ

ッ
ク
八
戸

営
業
所

八
戸
市
根
城

三
丁
目
一
八

の
三

�	･

	･

�

� �



� �

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
再
開
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
再
開
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
十
五
号

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規

定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

起
業
者
の
名
称

社
会
福
祉
法
人
清
友
会

青 森 県 報平成20年１月25日 金曜日 第2886号 �

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

株
式
会
社
ハ

ウ
ス
バ
ン
ク

変
更
後

ふ
る
さ
と
介

護
株
式
会
社

南
津
軽
郡
平
賀

町
大
字
光
城
七

丁
目
四
三

ふ
る
さ
と
介

護

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
光
城
七
丁
目

四
三

平
成

��

･

�･

��

変
更
前

平
川
市
光
城
七
丁

目
四
三

変
更
後

ふ
る
さ
と
介

護
株
式
会
社

平
川
市
光
城
七

丁
目
四
三

〃

平
川
市
唐
竹
堀
合

五
九
の
二

��･

�･

�

変
更
前

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
藤
崎
字
東
村

井
一
四

変
更
後

有
限
会
社
メ

ー
プ
ル
の
里

弘
前
市
大
字
藤

代
二
丁
目
二
二

の
七

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
メ

ー
プ
ル
の
里

ふ
じ
さ
き

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
藤
崎
字
東
村

井
一
一
〇
の
一

��･

��･

��

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

再

開

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

弘
前
豊
徳
会

弘
前
市
大
字
大

川
字
中
桜
川
一

八
の
一
〇

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
ト
ナ

カ
イ
ハ
ウ
ス

弘
前
市
大
字
大

川
字
中
桜
川
一

八
の
一
〇

平
成

��

･

��･

�

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

再

開

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

弘
前
豊
徳
会

弘
前
市
大
字
大

川
字
中
桜
川
一

八
の
一
〇

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
ト
ナ

カ
イ
ハ
ウ
ス

弘
前
市
大
字
大

川
字
中
桜
川
一

八
の
一
〇

平
成

��

･

��･

�

� �



� �

二

事
業
の
種
類

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
外
ヶ
浜
荘
建
設
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
県
青
森
市
大
字
奥
内
字
宮
田
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件

本
件
事
業
は
、
青
森
市
の
奥
内
地
区
に
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
建
設
し
、
地
域
福
祉
の
推

進
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る

｢

社
会
福
祉
法

(

昭
和
二
十
六
年

法
律
第
四
十
五
号)

に
よ
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設｣

に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ

る
。こ

の
た
め
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件

起
業
者
は
、
社
会
福
祉
法
人
と
し
て
児
童
福
祉
に
長
年
携
わ
っ
て
き
た
が
、
平
成
十
二
年
の

介
護
保
険
制
度
の
導
入
を
契
機
に
、
高
齢
者
福
祉
に
も
携
わ
る
こ
と
に
な
り
、
児
童
福
祉
の
み

な
ら
ず
高
齢
者
福
祉
を
含
め
た
地
域
福
祉
の
事
業
実
績
が
あ
り
、
か
つ
、
本
件
事
業
に
お
い
て

青
森
市
か
ら
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
る
な
ど
財
源
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
充
分
な
意
思
と

能
力
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件

青
森
市
に
お
い
て
、
高
齢
者
の
保
健
福
祉
事
業
及
び
介
護
保
険
事
業
に
つ
い
て
は
、｢
第
三

次
青
森
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画｣

、

｢

第
二
期
青
森
市
介
護
保
険
事
業
計
画｣

及
び

｢

浪
岡

町
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画｣

を
指
針
と
し
て
各
種
施
策
が
進
め
ら
れ
て

き
た
が
、
介
護
保
険
制
度
の
改
正
を
踏
ま
え
た
見
直
し
計
画
と
し
て

｢

青
森
市
高
齢
者
保
健
福

祉
・
介
護
保
険
事
業
計
画｣

が
平
成
十
八
年
三
月
に
策
定
さ
れ
て
い
る
。

同
計
画
に
よ
る
と
、
青
森
市
は
平
成
二
十
七
年
度
に
高
齢
化
率
が
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
達

す
る
と
見
込
み
、
来
る
べ
き
本
格
的
な
超
高
齢
化
社
会
の
姿
を
見
据
え
た
介
護
保
険
事
業
の
円

滑
な
実
施
と
安
定
的
な
制
度
運
営
と
併
せ
高
齢
者
に
関
す
る
各
種
保
健
福
祉
施
策
を
一
体
的
に

推
進
す
る
と
し
て
い
る
。

現
在
、
青
森
市
内
に
お
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
全
部
で
十
一
施
設
が
設
置
運
営
さ
れ

て
い
る
が
、
定
員
総
数
は
七
百
五
十
八
床
で
、
施
設
の
整
備
は
十
分
な
も
の
と
は
言
え
ず
、
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
待
機
者
数
は
六
百
七
十
一
名
に
も
上
る
。
さ
ら
に
、
介
護
保
険
施
設
と
し

て
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
担
う
役
割
は
と
て
も
大
き
く
、
重
度
の
要
介
護
者
や
、
そ
の
お
世

話
を
す
る
家
族
へ
の
負
担
を
軽
減
す
る
べ
く
、
一
床
で
も
多
く
、
か
つ
、
早
期
の
施
設
整
備
が

望
ま
れ
て
い
る
。

本
件
事
業
は
、
こ
の
よ
う
な
高
齢
者
福
祉
の
現
状
を
認
識
し
、
青
森
市
が
定
め
る

｢

日
常
生

活
圏
域｣

の
う
ち
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
空
白
と
な
っ
て
い
る
第
九
圏
域
で
、
か
つ
、
圏
域

の
中
間
位
置
に
あ
る
奥
内
地
区
に
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
建
設
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
五
十
床
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
十
名
の
入
居
施
設
を
新
設
し
、
ま
た
、
既
存
の
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を
渡
り
廊
下
で
繋
ぐ
こ
と
で
、
包
括
し
た
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

施
設
を
建
設
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
、
同
地
区
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
未
整
備
の
状
況
は
解
消
さ
れ
、

ま
た
、
高
齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
や
家
庭
で
安
心
し
て
生
活
で
き
、
そ
の
持
て

る
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
起
業
者
が
推
進
す
る

｢

児
童
と
お

年
寄
に
よ
る
世
代
間
交
流｣

に
よ
る
児
童
福
祉
と
高
齢
者
福
祉
の
両
面
か
ら
地
域
福
祉
の
推
進

が
図
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
公
共
の
利
益
は
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

一
方
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
る
周
辺
の
自
然
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
は

環
境
影
響
評
価
法

(

平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

及
び
青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例

(

平
成

十
一
年
条
例
第
五
十
六
号)

に
定
め
ら
れ
た
対
象
事
業
に
該
当
せ
ず
、
文
化
財
保
護
法

(

昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号)

及
び
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関

す
る
法
律

(

平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号)

に
よ
る
、
文
化
財
及
び
保
護
の
た
め
特
別
の
措
置

を
講
ず
る
べ
き
動
植
物
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り

失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

起
業
者
は
、
起
業
地
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

ア

青
森
市
が
定
め
る

｢

日
常
生
活
圏
域｣

の
う
ち
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
空
白
と
な
っ
て

い
る
第
九
圏
域
で
、
か
つ
、
圏
域
の
中
間
位
置
に
あ
る
奥
内
地
区
で
あ
る
こ
と
。

イ

起
業
者
が
推
進
す
る

｢

児
童
と
お
年
寄
に
よ
る
世
代
間
交
流｣

実
現
の
た
め
、
既
存
の
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
外
ケ
浜
及
び
奥
内
保
育
園
と
近
い
位
置
に
あ
り
、
交
流
が
容
易
に
図

れ
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

ウ

事
業
に
必
要
な
面
積
が
確
保
で
き
る
こ
と
。

エ

交
通
の
利
便
性
が
高
い
こ
と
。

オ

日
照
、
通
風
が
よ
く
静
穏
で
あ
る
な
ど
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
と
し
て
の
環
境
に
優
れ
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て
い
る
こ
と
。

を
条
件
と
し
、
青
森
市
大
字
奥
内
字
宮
田
地
内
に
候
補
地
を
二
案

(

以
下

｢

第
一
案｣

、

｢

第

二
案｣

と
い
う
。)

、
青
森
市
大
字
前
田
字
中
野
地
内
に
候
補
地
を
一
案

(

以
下

｢

第
三
案｣

と
い
う
。)

選
定
し
、
本
件
事
業
の
候
補
地
を
検
討
し
て
い
る
。

こ
の
三
案
は
、
事
業
に
必
要
な
面
積
が
確
保
で
き
、
交
通
の
利
便
性
が
高
く
、
日
照
、
通
風

が
よ
く
静
穏
で
あ
る
な
ど
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
と
し
て
、
環
境
的
に
優
れ
て
い
る
。

こ
の
三
案
の
検
討
に
お
い
て
、
本
件
申
請
案
で
あ
る
第
一
案
は
、
既
存
施
設
の
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
外
ケ
浜
及
び
奥
内
保
育
園
と
隣
接
し
た
敷
地
で
あ
り
、
本
件
事
業
に
よ
る
施
設
と

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を
一
体
の
施
設
と
し
て
利
用
で
き
、
各
施
設
利
用
者
間
の
交
流
及
び

園
児
と
の
交
流
が
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
連
携
し
て
管
理
運
営
が
可
能
と
な

り
、
機
能
的
に
優
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
敷
地
は
、
接
面
道
路
と
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
造
成
費
が
ほ
と
ん
ど
不
要
で
あ
り
、
経
済
的
に
優
れ
て
い
る
。

第
二
案
は
、
既
存
施
設
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
外
ケ
浜
及
び
奥
内
保
育
園
か
ら
約
百
五

十
メ
ー
ト
ル
離
れ
る
た
め
、
各
施
設
利
用
者
間
の
交
流
及
び
園
児
と
の
交
流
や
連
携
し
て
の
管

理
運
営
面
等
、
機
能
的
に
や
や
劣
っ
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
敷
地
は
、
接
面
道
路
よ
り
約
一
メ
ー

ト
ル
程
度
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
造
成
費
が
必
要
と
な
る
う
え
、
幹
線
道
路
に
近
い
こ

と
か
ら
、
走
行
車
両
の
騒
音
の
影
響
を
受
け
る
た
め
、
騒
音
対
策
費
も
必
要
と
な
り
、
経
済
的

に
劣
っ
て
い
る
。

第
三
案
は
、
既
存
施
設
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
外
ケ
浜
及
び
奥
内
保
育
園
か
ら
約
一
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
る
た
め
、
各
施
設
利
用
者
間
の
交
流
面
に
お
い
て
支
障
が
あ
り
、
連
携
し
て

管
理
運
営
す
る
た
め
に
は
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
外
ケ
浜
を
当
該
敷
地
に
移
転
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
機
能
的
に
劣
っ
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
敷
地
は
、
接
面
道
路
と
ほ
ぼ

同
じ
高
さ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
造
成
費
が
ほ
と
ん
ど
不
要
で
あ
る
も
の
の
、
幹
線
道
路
に
近
い

こ
と
か
ら
、
走
行
車
両
の
騒
音
の
影
響
を
受
け
る
た
め
、
騒
音
対
策
費
が
必
要
と
な
り
、
連
携

の
た
め
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
外
ケ
浜
の
移
転
と
い
う
課
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
候
補
地

の
中
で
は
、
最
も
所
要
額
が
大
き
く
、
経
済
的
に
劣
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
本
件
申
請
案
で
あ
る
第
一
案
は
、
三
案
中
、
環
境
的
・
機
能
的
・
経
済
的
に
最
も

優
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た

結
果
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件

介
護
保
険
施
設
と
し
て
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
担
う
役
割
は
と
て
も
大
き
く
、
重
度
の
要

介
護
者
や
、
そ
の
お
世
話
を
す
る
家
族
へ
の
負
担
を
軽
減
す
る
べ
く
、
一
床
で
も
多
く
、
か
つ
、

早
期
の
施
設
整
備
が
望
ま
れ
て
い
る
高
齢
者
福
祉
の
現
状
に
お
い
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ

り
得
ら
れ
る
利
益
は
で
き
る
だ
け
早
期
に
発
揮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
に
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
を
実
現

す
る
た
め
に
必
要
な
最
小
限
の
範
囲
で
あ
り
、
さ
ら
に
起
業
地
の
収
用
の
範
囲
は
、
一
時
的
利

用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
使
用
の
手
段
は
な
じ
ま
な
い
た
め
、
収
用
の
手
段
を
講
じ

る
こ
と
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

青
森
市
役
所

健
康
福
祉
総
務
課

公

告

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

漁
港
漁
場
整
備
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、

十
三
地
区
に
係
る
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
し
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の

日
ま
で
に
、
県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

十
三
地
区
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案

二

縦
覧
場
所

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
港
漁
場
整
備
課
及
び
五
所
川
原
市
農
林
水
産
課
水
産
室

三

縦
覧
期
間
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平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

四

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
五
所
川
原
市
農
林
水
産
課
水
産
室
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

漁
港
漁
場
整
備
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、

小
泊
地
区
に
係
る
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
し
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の

日
ま
で
に
、
県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

小
泊
地
区
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案

二

縦
覧
場
所

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
港
漁
場
整
備
課
及
び
中
泊
町
小
泊
支
所
水
産
観
光
課

三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

四

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
中
泊
町
小
泊
支
所
水
産
観
光
課
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥

内
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

東
青
地
域
県
民
局
長

中

島

久

宜

青 森 県 報������	�
� �� 第2886号�

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

澤
田

公
誠

青
森
市
大
字
前
田
字
中
野
二
七
の
二

平
成
��･

�･

�

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


